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（１）廃棄物の適正処理の確保

(b) 市町村及び関係団体との協力体制の構築

ｃ　海岸漂着物対策の促進

ａ　広域化・集約化による一般廃棄物処理施設

　　整備の促進

ｂ　災害廃棄物処理対策の整備

(a) 市町村の災害廃棄物対策への支援
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村長から意見を聴取し、23年 2月に「千葉県海

岸漂着物対策地域計画」を作成しました。 

内容は、海岸漂着物対策を重点的に推進す

る区域や海岸漂着物対策の推進に必要な事項

を盛り込んだ計画としており、重点的区域と

して、５区域（館山市、木更津市、鴨川市、

富津市、いすみ市）の海岸を選定し海岸漂着

物の回収処理を行っています。 

し尿処理施設から発生する汚泥は、農家等

に肥料として供給されたり、焼却後、エコセ

メント等の原材料として利用することができ

ますが、資源化されずに埋立処分されている

ものもあります。 
し尿処理施設から発生する汚泥については、

今後更に再資源化を促進する必要があります。 

廃棄物処理法第 19 条の規定により、市町

村・一部事務組合及び民間が設置しているご

み焼却施設など一般廃棄物処理施設に立入検

査を実施し、施設の維持管理状況の確認、放

流水や焼却灰等の採取、分析を行います。 

（イ）産業廃棄物 

産業廃棄物の適正処理の推進を図るため、

講習会の開催、広報資料の作成・配布やホー

ムページ、広報誌等広報媒体への掲載等を通

じて、事業者に向けた適正処理、発生抑制及

び再資源化等に関する普及啓発事業を行って

います。 
また、適正処理について自己診断が行える

よう「産業廃棄物委託処理チェックシート」

を作成し、ホームページ等の広報媒体へ掲載

するとともに、関係機関・団体の協力も得て、

チェックシートを配布するなど普及促進を図

っています。  

27 年度は以下のとおり立入検査を実施し

ました。（図表 3-2-10） 

図表 3-2-10 産業廃棄物排出事業場の立入 

検査結果(27 年度) 

業種 
立入検査
事業場数 

改善措置
事業場数 

改善措置区分 

改善 
命令 

改善 
勧告 

文書 
指導 

口頭 
指導等 

製造業 258 80 0 0 6 74 

医療業 109 50 0 0 2 48 

廃棄物処理業 84 51 0 0 34 17 

建設業 342 109 0 1 28 80 

その他 589 126 0 0 10 116 

合計 1,382 416 0 1 80 335 

 
産業廃棄物の排出状況、処理状況、管理体

制等について検査するとともに、必要に応じ

て産業廃棄物を採取・分析し、改善措置を行

っています。 

県では、事業者自らが適正処理及び減量

化・再資源化に取り組むよう指導しています。 

 

  千葉臨海地域の協定工場に対しては、生産

施設及び公害防止施設の新増設に係る事前協

議を行い、廃棄物の発生抑制・再使用・再利

用・再資源化の促進及び適正処理などに関す

る指導を行いました。 

26 年度は、事前協議は 25 件あり、この事

前協議に基づき、適正処理や減量化等の指導

を行いました。 

県内の工業団地等への立地及び大規模な工

場立地を計画している事業者等に対しては、

建設時から廃棄物の発生抑制・再使用・再利

用・再資源化の促進及び適正処理に努めるよ

う事前指導を行っており、26 年度は８件につ

いて指導しました。 

　廃棄物処理法では、前年度の排出量が産業

廃棄物にあっては１千t以上、特別管理産業

廃棄物にあっては50t以上の事業場を設置し

ている事業者に、多量排出事業者として処理

計画の作成及び計画の実施状況の報告を義務

付けています。

ｄ　し尿処理汚泥の再資源化の促進

(b) 多量排出事業場の指導

(c) 環境保全協定に基づく指導

(d) 進出予定事業者等に対する指導

ｃ　産業廃棄物処理業者に対する規制・指導

ｂ　排出事業者に対する規制・指導

(a) 産業廃棄物排出事業場に係る立入検査

ａ　排出事業者への情報提供

ｅ　一般廃棄物処理施設に係る立入検査
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村長から意見を聴取し、23年 2月に「千葉県海

岸漂着物対策地域計画」を作成しました。 

内容は、海岸漂着物対策を重点的に推進す

る区域や海岸漂着物対策の推進に必要な事項

を盛り込んだ計画としており、重点的区域と

して、５区域（館山市、木更津市、鴨川市、

富津市、いすみ市）の海岸を選定し海岸漂着

物の回収処理を行っています。 

し尿処理施設から発生する汚泥は、農家等

に肥料として供給されたり、焼却後、エコセ

メント等の原材料として利用することができ

ますが、資源化されずに埋立処分されている

ものもあります。 
し尿処理施設から発生する汚泥については、

今後更に再資源化を促進する必要があります。 

廃棄物処理法第 19 条の規定により、市町

村・一部事務組合及び民間が設置しているご

み焼却施設など一般廃棄物処理施設に立入検

査を実施し、施設の維持管理状況の確認、放

流水や焼却灰等の採取、分析を行います。 

（イ）産業廃棄物 

産業廃棄物の適正処理の推進を図るため、

講習会の開催、広報資料の作成・配布やホー

ムページ、広報誌等広報媒体への掲載等を通

じて、事業者に向けた適正処理、発生抑制及

び再資源化等に関する普及啓発事業を行って

います。 
また、適正処理について自己診断が行える

よう「産業廃棄物委託処理チェックシート」

を作成し、ホームページ等の広報媒体へ掲載

するとともに、関係機関・団体の協力も得て、

チェックシートを配布するなど普及促進を図

っています。  

27 年度は以下のとおり立入検査を実施し

ました。（図表 3-2-10） 

図表 3-2-10 産業廃棄物排出事業場の立入 

検査結果(27 年度) 
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事業場数 

改善措置
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改善措置区分 

改善 
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改善 
勧告 

文書 
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口頭 
指導等 
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医療業 109 50 0 0 2 48 

廃棄物処理業 84 51 0 0 34 17 

建設業 342 109 0 1 28 80 

その他 589 126 0 0 10 116 

合計 1,382 416 0 1 80 335 

 
産業廃棄物の排出状況、処理状況、管理体

制等について検査するとともに、必要に応じ

て産業廃棄物を採取・分析し、改善措置を行

っています。 

県では、事業者自らが適正処理及び減量

化・再資源化に取り組むよう指導しています。 

 

  千葉臨海地域の協定工場に対しては、生産

施設及び公害防止施設の新増設に係る事前協

議を行い、廃棄物の発生抑制・再使用・再利

用・再資源化の促進及び適正処理などに関す

る指導を行いました。 

26 年度は、事前協議は 25 件あり、この事

前協議に基づき、適正処理や減量化等の指導

を行いました。 

県内の工業団地等への立地及び大規模な工

場立地を計画している事業者等に対しては、

建設時から廃棄物の発生抑制・再使用・再利

用・再資源化の促進及び適正処理に努めるよ

う事前指導を行っており、26 年度は８件につ

いて指導しました。 

　廃棄物処理法では、前年度の排出量が産業

廃棄物にあっては１千t以上、特別管理産業

廃棄物にあっては50t以上の事業場を設置し

ている事業者に、多量排出事業者として処理

計画の作成及び計画の実施状況の報告を義務

付けています。

ｄ　し尿処理汚泥の再資源化の促進

(b) 多量排出事業場の指導

(c) 環境保全協定に基づく指導

(d) 進出予定事業者等に対する指導

ｃ　産業廃棄物処理業者に対する規制・指導

ｂ　排出事業者に対する規制・指導

(a) 産業廃棄物排出事業場に係る立入検査

ａ　排出事業者への情報提供

ｅ　一般廃棄物処理施設に係る立入検査
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産業廃棄物処理業者に対しては、廃棄物処

理法及びその運用通知等を周知し、適正処理

の徹底を図るため、処理業者セミナー等を実

施しています。 
また、廃棄物処理法に基づく規制のほか、

「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理

に関する指導要綱」等に基づき、適正処理の

指導を行っています。 
さらに、中間処理業者及び最終処分業者に

ついては、重点的に立入検査を実施し指導の

徹底を図っています。27 年度の立入検査結果

は以下のとおりです。（図表 3-2-11） 
図表 3-2-11 産業廃棄物処理業者に対する立入

検査結果等（27 年度） 

立入検査対象 
（業の区分） 

延べ 
立入 
件数 

延べ 
指導等 
件数 

指導等の内容 
改善 
命令 

改善 
勧告 指導票 

収集運搬業 14 1 0 1 0 

中間処理業 296 118 0 5 113 

最終処分業 93 3 0 0 3 

合計 403 122 0 6 116 

(注)・廃棄物指導課調べによる。（千葉市、船橋市及び柏市分を除く。） 
   ・最終処分場の立入件数については、許可条件に基づく立入

検査の件数を含む。 
 

  排出事業者が自らの判断でより優良な処理

業者を選択できるよう、一定の基準を満たし

た処理業者を明らかにする制度で、22 年の廃

棄物処理法の改正により、旧優良性評価制度

  新たな「優良産廃処理業者認定制度」では、

遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組の実

施、電子マニフェストの利用及び財務体質の

健全性に係る５つの基準に適合する、優れた

能力及び実績を有する産廃処理業者を認定し、

認定を受けた処理業者は、通常５年の産廃処

理業の許可の有効期間を７年とする等の特例

が付与されることとなっています。 
  なお、28 年３月末現在で、収集運搬業者 

161 社、処分業者 23 社の適合を確認していま

す。 

イ 適正処理に向けた仕組みづくり 

産業廃棄物の不適正な処理を防止するため

には、産業廃棄物の発生から処分に至る処理

の透明性を確保した適正処理に向けた仕組み

づくりが必要です。 
（ア）産業廃棄物管理票（マニフェスト）報

告制度について 

排出事業者は産業廃棄物を他人に委託する

ときには、「産業廃棄物管理票」（以下「マニ

フェスト」という。）を交付することが必要で

すが、20 年４月からは、前年度の交付状況を

毎年、県又は政令市等に報告することが義務

付けられました。 

  これにより、県内で発生した産業廃棄物の

移動の状況や処理の状況を行政が把握するこ

とができるため、不適正処理の防止や循環型

社会の実現に向けた、基礎的な統計データの

精度が高まることが期待できます。 

  27 年度については、県内（千葉市・船橋市・

柏市を除く。）の 10,108 の排出事業者から、

17,869 箇所の事業場におけるマニフェストの

交付実績について報告がありました。 
（イ）電子マニフェスト制度の普及・促進 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、排

出事業者自らが、処理業者に委託した廃棄物

の流れを把握して不適正処理の防止等、適正

な処理を確保するための制度として運用され

てきましたが、紙マニフェストによる管理で

は、記入洩れ、返送時の紛失、虚偽記載など、

様々な課題が発生しています。 
電子マニフェストは、環境大臣が指定した

「情報処理センター」の下でマニフェスト情

報を一元管理することにより、紙マニフェス

ト管理上の諸課題を解決するものです。 
県では、千葉県廃棄物処理計画の中で、普

及促進に努めることとしており、引き続き排

出事業者等にリーフレットを配布するなど普

及促進に努めています。 

  高度経済成長期に整備された大量の建築物や 

に代わり、23年４月１日から新たに「優良産

廃処理業者認定制度」が創設されました。 

d　優良産廃処理業者認定制度

（ウ）公共工事における適正処理の推進
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  このため、県では「千葉県建設リサイクル

推進計画」に基づき指導・監督体制の強化を

図るなど、公共工事における建設廃棄物の適

正処理を進めています。 
ウウ  循循環環型型社社会会形形成成推推進進交交付付金金のの活活用用  

ごみ処理施設の設置には多額の費用を要す

るため、公衆衛生の向上や公害問題の解決を

目的に国庫及び県費補助を行い、施設の整備

拡充を図ってきました。17 年度には、国にお

いて、これまでの補助金を廃止し、広域的な

観点からの循環型社会の形成を図る新たな制

度として「循環型社会形成推進交付金」が創

設されました。 
この循環型社会形成推進交付金では、循環

型社会の形成を推進するため、補助金では交

付対象であった単純な焼却施設や可燃性廃棄

物の最終処分場などを交付対象外とし、廃棄

物を材料・原料として利用するためのマテリ

アルリサイクル施設や、廃棄物を焼却したり

バイオガスに転換した上で余熱利用を行った

り、廃棄物を燃料等に転換するエネルギー回

エ 流入する産業廃棄物対策 

県では排出事業者責任を明確にし、県外廃

棄物の不法投棄の防止等を図るとともに、最

終処分場の確保を図り、生活環境の保全に資

する目的で「千葉県県外産業廃棄物の適正処

理に関する指導要綱」を定め、２年４月から

運用しています。 

この要綱に基づき、安定型産業廃棄物の最

終処分については全処分量の 25％削減、管理

型産業廃棄物の最終処分については全処分量

の 50％削減、県外の積替保管・選別施設経由

の搬入禁止などについて指導しています（千

葉市は独自の要綱により指導）。 

  また、要綱では、県外産業廃棄物を県内で最

終処分しようとする場合には、排出事業者は事

前に知事に対して協議を行うこととしていま

す。 

  県内の産業廃棄物処理業者による県外産業

廃棄物の最終（埋立）処分量は、要綱施行前

 

 

オ 特別管理産業廃棄物対策 

（ア）ポリ塩化ビフェニル廃棄物対策 

*ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の処

理については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の

適正な処理の推進に関する特別措置法」が 13

年７月 15 日に施行され、ＰＣＢ廃棄物を保管

する事業者はＰＣＢ廃棄物を適正に保管する

とともに毎年ＰＣＢ廃棄物の保管状況等を県

又は政令市等に届出することとされています。 

この届出等によると、26 年度末現在、高圧

トランス約 710 台、高圧コンデンサ約 10,300

台、安定器等約 23 万 7 千台が保管されていま

す。 

また、高圧トランス約 90 台、高圧コンデン

サ約 270 台、安定器約 9,380 台が使用されて

います。 

事業者に対しては広報や立入検査等により

確実かつ適正な保管及び処理について指導し

ています。 

ＰＣＢ廃棄物は含まれるＰＣＢの濃度によ

って処理方法が異なり、県内の高濃度ＰＣＢ

廃棄物のうちトランスやコンデンサ等につい

ては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（Ｊ

図表 3-2-12 産業廃棄物処理業者による最終処分実績 

土木構造物などの社会資本が更新時期を迎え、建

設廃棄物の排出量の増大が懸念されています。 

の元年度の約41万３千tに比べ減少し、26年

度は、約18万5千tと県内で最終処分された量

全体の約52％となっています。 

収施設が交付対象とされています。 
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  このため、県では「千葉県建設リサイクル

推進計画」に基づき指導・監督体制の強化を

図るなど、公共工事における建設廃棄物の適

正処理を進めています。 
ウウ  循循環環型型社社会会形形成成推推進進交交付付金金のの活活用用  

ごみ処理施設の設置には多額の費用を要す

るため、公衆衛生の向上や公害問題の解決を

目的に国庫及び県費補助を行い、施設の整備

拡充を図ってきました。17 年度には、国にお

いて、これまでの補助金を廃止し、広域的な

観点からの循環型社会の形成を図る新たな制

度として「循環型社会形成推進交付金」が創

設されました。 
この循環型社会形成推進交付金では、循環

型社会の形成を推進するため、補助金では交

付対象であった単純な焼却施設や可燃性廃棄

物の最終処分場などを交付対象外とし、廃棄

物を材料・原料として利用するためのマテリ

アルリサイクル施設や、廃棄物を焼却したり

バイオガスに転換した上で余熱利用を行った

り、廃棄物を燃料等に転換するエネルギー回

エ 流入する産業廃棄物対策 

県では排出事業者責任を明確にし、県外廃

棄物の不法投棄の防止等を図るとともに、最

終処分場の確保を図り、生活環境の保全に資

する目的で「千葉県県外産業廃棄物の適正処

理に関する指導要綱」を定め、２年４月から

運用しています。 

この要綱に基づき、安定型産業廃棄物の最

終処分については全処分量の 25％削減、管理

型産業廃棄物の最終処分については全処分量

の 50％削減、県外の積替保管・選別施設経由

の搬入禁止などについて指導しています（千

葉市は独自の要綱により指導）。 

  また、要綱では、県外産業廃棄物を県内で最

終処分しようとする場合には、排出事業者は事

前に知事に対して協議を行うこととしていま

す。 

  県内の産業廃棄物処理業者による県外産業

廃棄物の最終（埋立）処分量は、要綱施行前

 

 

オ 特別管理産業廃棄物対策 

（ア）ポリ塩化ビフェニル廃棄物対策 

*ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の処

理については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の

適正な処理の推進に関する特別措置法」が 13

年７月 15 日に施行され、ＰＣＢ廃棄物を保管

する事業者はＰＣＢ廃棄物を適正に保管する

とともに毎年ＰＣＢ廃棄物の保管状況等を県

又は政令市等に届出することとされています。 

この届出等によると、26 年度末現在、高圧

トランス約 710 台、高圧コンデンサ約 10,300

台、安定器等約 23 万 7 千台が保管されていま

す。 

また、高圧トランス約 90 台、高圧コンデン

サ約 270 台、安定器約 9,380 台が使用されて

います。 

事業者に対しては広報や立入検査等により

確実かつ適正な保管及び処理について指導し

ています。 

ＰＣＢ廃棄物は含まれるＰＣＢの濃度によ

って処理方法が異なり、県内の高濃度ＰＣＢ

廃棄物のうちトランスやコンデンサ等につい

ては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（Ｊ

図表 3-2-12 産業廃棄物処理業者による最終処分実績 

土木構造物などの社会資本が更新時期を迎え、建

設廃棄物の排出量の増大が懸念されています。 

の元年度の約41万３千tに比べ減少し、26年

度は、約18万5千tと県内で最終処分された量

全体の約52％となっています。 

収施設が交付対象とされています。 
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ＥＳＣＯ）が東京都江東区に設置した東京Ｐ

ＣＢ廃棄物処理施設（17 年 11 月稼動）におい

て、19年度から処分が開始されています。 

また、平成 26 年６月に国のＰＣＢ廃棄物処理

基本計画が変更され、県内の高濃度ＰＣＢ廃棄物

のうち、安定器等・汚染物についてはＪＥＳＣＯ

の北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設にて処分するこ

ととなりました。 

低濃度ＰＣＢ廃棄物については、環境大臣から

無害化処理認定を受けた事業者等により処分さ

れています。 

県では、27 年３月に「千葉県ポリ塩化ビフ

ェニル廃棄物処理計画」を改定し、ＰＣＢ廃

棄物の確実かつ適正な処理を、総合的かつ計

画的に進めています。 
（イ）アスベスト廃棄物対策 

*アスベスト廃棄物については、建築物に吹

き付けられたアスベストや、アスベスト保温

材などの特別管理産業廃棄物としての「廃石

綿等」、アスベストを含むスレートや成型板な

どの「石綿含有産業廃棄物」に区分されています。 
  これらの処理については、廃棄物処理法の

処理基準に基づいて、溶融または無害化する

中間処理か、固形化等の飛散防止措置を行い

最終処分場に埋め立てることが求められます。 
 

  関東甲信越静の各都県では毎年５月 30 日

（ゴミゼロの日）に近い日曜日を「関東地方

環境美化行動の日」と定めて、空き缶等の収

集活動を中心に街頭での広域的な統一美化キ

ャンペーンを行っています。 

  本県では昭和 57 年度から実施しています。 

11 年４月、昼間中心の監視活動を転換して、

全国で初めて休日・夜間を問わず 24 時間・365

日で監視指導を行う体制を整備しました。ま

た、民間警備会社へ監視業務を委託するなど、

悪質巧妙化する不法投棄等に機動的に対応で

きる体制を整備しました。 
さらに、25 年度からは、従来のパトロール

に加え、不適正処理の疑いが高い現場等を集

中的に監視する定点監視や車両の追跡調査を

行うスポット監視を実施しています。 
これらの取組みにより、産廃・残土県民ダ

イヤルへの通報にも機動的に対応して、不法

投棄等の早期発見・早期対応を図っています。 
悪質な行為者については、法に基づき措置

命令を発し、履行する意思のない者には刑事

訴訟法に基づき告発を行うこととしています。 
 

図表 3-2-13 千葉県グリーン・アクション・チーム 
 
 
 
 
 
 
 
 

保健所で対応していた不法投棄の苦情等に

ついて、13 年度からは 10 支庁に県民環境課

を、16 年度からは５県民センター及び５県民

センター事務所に地域環境保全課・室を 23

年度からは 10 地域振興事務所に地域環境保

全課を設置して対応し、不法投棄等の監視指

導体制の整備を図っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）廃棄物の不法投棄の根絶

　ア　ゴミゼロ運動

（イ）監視・指導等を行う出先機関を設置しての監視

     指導体制の整備

イ　廃棄物の不法投棄対策

（ア）365日・24時間体制の監視パトロールの実施
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図表 3-2-14 監視パトロール 
（監視パトロール中に発見した不法投棄） 

 

（（ウウ））市市町町村村職職員員へへのの立立入入検検査査権権限限のの付付与与  

13年 9月から市町村職員へ立入検査権限を

付与し、市町村との連携を図ることにより、

地域での監視体制を強化しています。 
 図表 3-2-15 立入検査 
 （廃棄物の不法投棄現場） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（エエ））警警察察ととのの連連携携にによよるる廃廃棄棄物物事事案案にに対対すす

るる取取締締りりのの強強化化  

県警本部と不適正処理等の違法行為に対す

る取締りについて連携を強化し、検挙につなげ

ています。 

 

（（オオ））市市町町村村ととのの連連携携・・他他都都県県市市ととのの広広域域連連携携  

aa  産産業業廃廃棄棄物物不不法法投投棄棄防防止止対対策策地地域域連連絡絡会会議議  

各地域振興事務所単位で、管内の県の出

先機関、市町村、警察署などを構成員とし

て監視・指導の協議や緊急通報体制を確保

するとともに、合同パトロールを実施する

等、不法投棄撲滅に努めています。 

bb  産産業業廃廃棄棄物物不不適適正正処処理理防防止止広広域域連連絡絡協協

議議会会（（産産廃廃ススククララムム 3322））  

都県域をまたぎ広域的に行われる産業廃

棄物の不適正処理の防止と良好な生活環境

の保全、不適正処理発生後の迅速な対応を

図るため本協議会を設置し、関東甲信越及

び福島、静岡エリアの都、県及び政令市相

互の情報交換、調査等の協力体制の強化に

努めています。 
図表 3-2-16 路上一斉調査 

  （産廃スクラム 32 による収集運搬車両一斉調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （参加自治体）福島県、茨城県、栃木県、

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、千葉

市、横浜市、川崎市、横須賀市、新潟市、静

岡市、浜松市、宇都宮市、前橋市、長野市、

相模原市、さいたま市、郡山市、いわき

市、川越市、船橋市、柏市、高崎市、越谷

市、八王子市 
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図表 3-2-14 監視パトロール 
（監視パトロール中に発見した不法投棄） 
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び福島、静岡エリアの都、県及び政令市相

互の情報交換、調査等の協力体制の強化に
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 （参加自治体）福島県、茨城県、栃木県、

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、千葉

市、横浜市、川崎市、横須賀市、新潟市、静

岡市、浜松市、宇都宮市、前橋市、長野市、
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※県では、県民からの不法投棄等の通報に対して、廃棄物指導課内に専用電話を設置して、勤務
時間内はもちろんのこと、土日・祝祭日を問わず 365 日、受け付けて対応しています。 

産廃・残土県民ダイヤル ０４３－２２３－３８０１ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不法投棄等不適正処理された産業廃棄物は、

火災や水質汚濁、悪臭や堆積物の崩落などの 

危険性を内包しており、生活環境に大きな 

影響を与えます。このため、県では不法投棄

等の撲滅に向けて行政機関のみならず、県民

にも協力を呼びかけ、県民と一体となった全

県的な不法投棄撲滅のための運動を促進して

早期発見・早期対応に努めています。 
また、不法投棄等の情報を早期に得て迅速

な対応を図るため、２年度から市町村が設置

する「不法投棄監視員制度」の運営に対しそ

の費用の一部を助成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪質な不法投棄を防止し、火災や崩壊の

危険が高い不法堆積を解消するため、「千葉

県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」

を 14 年 3 月 26 日に制定し、10 月１日から

施行しました。 

この条例では、自社処理を装って法律の

規制を免れる悪質な行為を防止するため、

県独自の対策を規定しています。 

図表 3-2-17 条例の主な内容（廃棄物条例） 
項目 内容 

廃棄物処理票
の作成、携行等 

排出事業者が産業廃棄物を自ら

処理する場合でも、法のマニフェ

ストに準じた「廃棄物処理票」の

作成、交付、携行、保存を義務付

けています。 

自社処分場へ
の搬入搬出時
間の制限 

自社処分場（積替保管・中間処

理・最終処分）への夜間（午後

10 時から午前 6 時まで）の搬入

搬出は原則として禁止します。 
収集運搬車両
へのステッカ
ーの表示 

収集運搬業の許可を有する事業

者の登録車両に、ステッカーによ

る表示を義務付けています。 

不適正処理に対する通報体制 （ネットワーク）

（市町村不法投棄監視員・地域住民）

県環境生活部

廃棄物指導課

県関係各課

（通報）（通報） （通報）

（連絡）

（調整）

（連携）

（連絡）

（調整）

（連携）

通 報 者

市 町 村

（市町村消防）
地域振興事務所

警 察 署 県 警 本 部

（連絡）

（連携）
（連絡）

（連携）

（連絡・調整）

（連絡・調整・連携）

（カ）不法投棄撲滅ネットワークの整備 （キ）県独自条例の制定

ａ　廃棄物条例（千葉県廃棄物の処理の適正化

    等に関する条例）
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小規模産業廃
棄物処理施設
への許可制の
導入 

法の許可対象規模未満の施設で、

事業場以外に設置する焼却施設、

破砕施設、積替え保管場について

は、許可が必要です。 
 
ｂ 硫酸ピッチ条例（千葉県硫酸ピッチの生

成の禁止に関する条例） 

*硫酸ピッチは、一旦生成されると不法投

棄につながり、県民の生活環境や自然環境

へ悪影響を及ぼします。このため、抜本的

対策として、県独自に、不正な利益を図る

目的による硫酸ピッチの生成そのものを禁

止する「千葉県硫酸ピッチの生成の禁止に

関する条例」を 19 年７月 10 日に制定し、

９月１日から施行しました。 
 

図表 3-2-18 条例の主な内容（硫酸ピッチ条例） 
項目 内容 

生成禁止 不正な利益を図る目的で硫酸ピッ
チを生成することを禁止します。 

中止命令 
条例の規定に違反して、不正な利
益を図る目的で硫酸ピッチを生成
させる者に対し、生成の中止を命
じます。 

報告徴収・
立入検査 

硫酸ピッチや硫酸ピッチの疑いの
ある物を生成し、または生成させ
た者に対し、必要な報告を求め、
また、事務所などに立入検査をす
ることができます。 

罰則 
硫酸ピッチの生成中止命令違反、
報告徴収違反、立入検査拒否等に
対して、100 万円以下の罰金等、
厳しい罰則が適用されます。 

 

(ク)支障除去事業の実施 

不適正処理された産業廃棄物は行為者等の

原因者が適正に処理することが原則です。 
そのため、行為者に対する撤去指導に併せ

て不法投棄された産業廃棄物の排出事業者等

の特定にも努め、排出事業者等に対し撤去を

強く指導しています。 
その結果、行為者や排出事業者等による撤

去が行われたものもあります。 
しかしながら、行為者等による撤去が見込

めない場合で、かつ地域住民の健康への影響

等、生活環境保全上に顕著な支障が生じた場

合、又は、生じるおそれがある場合には、県

は県民の生活環境を保全するため、行為者等

に代わり支障除去事業を実施しています。 
（支障除去事業の主な事例） 
○ 家屋解体に伴い発生した木くずをチップ

にしてリサイクルと称して不法に堆積した

現場から火災が発生し 3 週間燃え続け、鎮

火後も小規模火災を繰り返し、再出火の発

生が危惧される状態が継続したことから、

火災発生防止対策としての支障除去事業を

実施しました。 

図表 3-2-19 支障除去事業 
 （不法堆積された木材チップの除去） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 硫酸ピッチ入りドラム缶が崖の上から不

法投棄され硫酸ピッチが河川等に流出した

り、倉庫に不適正に保管された硫酸ピッチ

入りドラム缶から硫酸ピッチが漏れ出した

りして、生活環境保全上の支障が生じるお

それが顕著になったことから硫酸ピッチを

撤去又は中和処理する支障除去事業を実施

しました。 
 なお、これまでに確認された県内の硫酸

ピッチについては、19 年度中に全量撤去が

完了しています。 
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小規模産業廃
棄物処理施設
への許可制の
導入 

法の許可対象規模未満の施設で、

事業場以外に設置する焼却施設、

破砕施設、積替え保管場について

は、許可が必要です。 
 
ｂ 硫酸ピッチ条例（千葉県硫酸ピッチの生

成の禁止に関する条例） 

*硫酸ピッチは、一旦生成されると不法投

棄につながり、県民の生活環境や自然環境

へ悪影響を及ぼします。このため、抜本的

対策として、県独自に、不正な利益を図る

目的による硫酸ピッチの生成そのものを禁

止する「千葉県硫酸ピッチの生成の禁止に

関する条例」を 19 年７月 10 日に制定し、

９月１日から施行しました。 
 

図表 3-2-18 条例の主な内容（硫酸ピッチ条例） 
項目 内容 

生成禁止 不正な利益を図る目的で硫酸ピッ
チを生成することを禁止します。 

中止命令 
条例の規定に違反して、不正な利
益を図る目的で硫酸ピッチを生成
させる者に対し、生成の中止を命
じます。 

報告徴収・
立入検査 

硫酸ピッチや硫酸ピッチの疑いの
ある物を生成し、または生成させ
た者に対し、必要な報告を求め、
また、事務所などに立入検査をす
ることができます。 

罰則 
硫酸ピッチの生成中止命令違反、
報告徴収違反、立入検査拒否等に
対して、100 万円以下の罰金等、
厳しい罰則が適用されます。 

 

(ク)支障除去事業の実施 

不適正処理された産業廃棄物は行為者等の

原因者が適正に処理することが原則です。 
そのため、行為者に対する撤去指導に併せ

て不法投棄された産業廃棄物の排出事業者等

の特定にも努め、排出事業者等に対し撤去を

強く指導しています。 
その結果、行為者や排出事業者等による撤

去が行われたものもあります。 
しかしながら、行為者等による撤去が見込

めない場合で、かつ地域住民の健康への影響

等、生活環境保全上に顕著な支障が生じた場

合、又は、生じるおそれがある場合には、県

は県民の生活環境を保全するため、行為者等

に代わり支障除去事業を実施しています。 
（支障除去事業の主な事例） 
○ 家屋解体に伴い発生した木くずをチップ

にしてリサイクルと称して不法に堆積した

現場から火災が発生し 3 週間燃え続け、鎮

火後も小規模火災を繰り返し、再出火の発

生が危惧される状態が継続したことから、

火災発生防止対策としての支障除去事業を

実施しました。 

図表 3-2-19 支障除去事業 
 （不法堆積された木材チップの除去） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 硫酸ピッチ入りドラム缶が崖の上から不

法投棄され硫酸ピッチが河川等に流出した

り、倉庫に不適正に保管された硫酸ピッチ

入りドラム缶から硫酸ピッチが漏れ出した

りして、生活環境保全上の支障が生じるお

それが顕著になったことから硫酸ピッチを

撤去又は中和処理する支障除去事業を実施

しました。 
 なお、これまでに確認された県内の硫酸

ピッチについては、19 年度中に全量撤去が

完了しています。 
 
 
 
 
 
 

 - 109 - 

  図表 3-2-20 支障除去事業 
  （不適正保管の硫酸ピッチの除去） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 屋外に不適正保管されていた廃コンデンサ

等にＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）を含む油

が使用されていたことが発覚し、錆等の腐食

の進行によりＰＣＢの漏出拡大が危惧された

ことから、漏出防止対策としての支障除去事

業を実施しました。 

ウ 廃棄物に関する情報の公開 

県では、廃棄物処理法や廃棄物条例（千葉県

廃棄物の処理の適正化等に関する条例）に基づ

き行政処分を行った場合、その処分を受けた者

の氏名等を、廃棄物条例に基づきホームページ

で公表し、不適正処分の防止を図っています。 
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